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第 4回準備委員会 内容 

（平成 29年 1月 30日開催） 

事務局からの情報提供 

第３回 板橋第九小・板橋第一小 統合（合流）準備委員会 小委員会 報告 

 

 

 

 

① 統合（合流）準備委員会 小委員会報告 

② 通学区域の変更に関する事務局案 

 ③ 板橋第九小学校の統合（合流）後の活用方法 

 

板橋第九小と板橋第一小の統合の計画について凍結してほし

い、という請願が区議会に提出されました。請願の取扱いにつ

いては、採択もしくは不採択、もしくは継続審議という形になりますけれども、昨年の 11

月 30日の区議会文教児童委員会で審議され、12月 12日の区議会本会議で不採択となってい

ます。審議の内容について一言で申し上げるのは難しいところもありますので、区のホーム

ページなどでご確認ください。事務局としてはこの準備委員会の進捗の報告、準備委員会委

員にご協力いただいていること、また、既に始まっている交流事業などについて説明をし、

審議をいただきました。 

 

 

 

 板橋第九小学校・板橋第一小学校・中根橋小学校のＰＴＡ、学校関係者及び学校長を構成

員とした、小委員会の第 3回目を平成 28年 12月 12日（月）午後 6時から板橋第九小学校 3

階ランチルームにて開催しました。 

1 交流授業・交流事業実施報告 

・平成 28年 11月 22日（火）3校時に板橋第九小学校校庭にて、板橋第九小 1・2年生と板

橋第一小 1年生が一緒に落ち葉拾いを行いました。落ち葉拾い実施後は、鬼ごっこをして

交流を図りました。 

・平成 29年 2月 23日（木）、国語の授業「スーホの白い馬」に関連してモンゴルの楽器（馬

頭琴）の演奏会を開催し、3校の 2年生が鑑賞・体験するような形の交流実施を予定して

います。 

 

2 平成 29年度年間行事について 

 ・板橋第九小と板橋第一小の榛名移動教室（5年生、平成 29年 10月下旬）と日光移動教

室（6年生、平成 29年 6月中旬）については、同日実施の方向で調整中です。 

・学校公開日については、それぞれの学校に見学に行けるように、平成 29年 4月及び 5月

の 3校の日程をずらす方向で調整中です。 

・平成 30年 3月に板橋第九小の卒業式と統合式を同日開催する方向で調整中です。 

 ・ＰＴＡ主催行事については、例年通り各学校の日程や内容で実施し、各校で招待し合う

などの交流方法について検討中です。 

 

 

 

発行日 平成 29年 2月 21日 

板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課・学校配置調整担当課長 
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通学区域の変更案について 

3 その他打合せ内容 

あいキッズ 板橋第九小・板橋第一小・中根橋小の 3校のあいキッズ事業者に対し、教育

委員会から今後も交流事業を引き続き実施していただきたい旨を伝え、統合準

備状況について説明する場を設けた（平成 28年 11月末）ことを報告した。 

登校班 登校班がある学校：板橋第九小・板橋第一小 

登校班がない学校：中根橋小・板橋第八小・弥生小 

・通学区域変更後、登校班を再編する際、集合場所をどこにするか、自宅から

集合場所まで行く経路の安全性をどう確保するか等検討する必要がある。 

・登校班がない学校においても、通学区域変更後の通学路の安全性について検

討する必要がある。 

ピーポ 

110番 

区立小学校ＰＴＡ連合会が警察署と連携して、子どもたちが知らない人から

「声かけ・ちかん・つきまとい行為」などの被害に遭うなどの身の危険を感じ

た際に、助けを求める緊急避難場所となる民家等に「ピーポ 110番」プレート

を設置している。 

・毎年夏に、各校ＰＴＡが「ピーポ 110番」を依頼している民家等に次年度の

お願いに上がっているが、板橋第九小の通学区域変更後、平成 29年夏に板

橋第九小ＰＴＡと変更先の学校ＰＴＡが一緒に依頼に行く方向で意見交換

が行われた。 

上記のほか、統合後の卒業アルバムについてや、板橋第九小の愛唱歌の引継ぎ、新キャラ

クターの作成、記念樹の植樹などについて話し合いが行われたことを報告しました。 

 

板橋第九小学校の統合（合流）後の通学区域変更につい

て、第 2回準備委員会において委員の方から「総合的に考

えた事務局案を提示していただきたい」というご意見をいただき、第 3回準備委員会にて事

務局案を提示し、ご意見をいただいたところです。 

通学区域変更にあたっては、変更した場合の学校規模、通学距離、通学路の安全性、中学

校区との関連や地域活動、行政区域、歴史的背景に配慮しながら変更していくことになりま

すが、今回の準備委員会においても、事務局案について意見交換が行われました。 

次回、第 5回準備委員会において、更に議論を深めていくこととなりましたので、方向性

が決まり次第、準備委員会ニュースでもお知らせいたします。なお、意見としては以下のよ

うなものが出されました。 

 

【通学区域変更事務局案に対する主な意見交換】 

委 員： 通学区域変更に関してはこれから入学される方、また、現在通われている方が一

番不安に思われていると思います。ですので、通学区域ができるだけ早く決まるよ

う願っています。 

委 員： 通学区域が一旦決まってしまうとその学校にしか通えなくなってしまうのですか。 

事務局： 板橋区では住所ごとに入学する学校が指定される通学区域を定め、通学区域の学

校（通学区域校）へ通うことを原則としております。新入学の際に教育委員会から

通学区域校を入学予定校としてお知らせしています。入学予定校に入る場合は、手

続は要りませんが、入学予定校以外へ入学を希望する場合は、「入学予定校変更希望」
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の申請が必要になります。小学校の場合ですと隣接している学校を希望することが

でき、申請した変更希望の理由が教育委員会の定める審査基準に該当した場合（例

えば、入学予定校と比較し利便性または安全面においてより通学しやすい学校へ変

更希望する場合、兄姉が翌年度も在籍している学校へ変更希望する場合、友人と同

じ学校に通うためその友人の入学予定校へ変更希望する場合など）、変更希望の申請

を受理します。希望者が各学校の受入可能の人数を超えた場合は公開抽選によって

入学予定者を決定しますが、こちらの制度を使い、他の学校でも希望することがで

きます。 

委 員： 小学校で隣接した学校を希望することができるとのことですが、複数隣接してい

る場合はどこでも希望できるのですか。 

事務局： 現在の板橋第九小は 5つの学校と隣接していますので、希望する学校の受入可能

な範囲で変更の希望ができます。通学区域が変わった後については、通学区域変更

後の隣接校を希望することができます。 

委 員： 昨年までの魅力ある学校づくり協議会（板橋第九小・中根橋小・板橋第一小）の

場でも意見を言わせていただきましたが、統合の問題と通学区域のことは一緒に考

えていただきたいと思います。各校のキャパシティを勘案し、余裕のある学校に通

学区域を分けるなど、板橋第九小だけでなく、他の学校の通学区域も含めてもう一

度検討いただければと思います。 

委 員： 通学区域変更に関しては、新入学の子どもたちあるいは保護者の方が一番不安に

思っていることだと思うので、一日でも早く決めることが大切だと思います。準備

委員会に 3校が参加していますし、板橋第九小学校だけでなく、全体を見て総合的

に考えた方が良いと思います。 

委 員： 教育委員会事務局次長です。通学区域の設定にあたっては、やはり通学距離が一

番の大きな検討の要素になろうかと思いますので、学校と学校の中間に線を引くの

が一番望ましいと考えております。ただ、そのように線を引いてしまいますと、町

会の分断や青少年健全育成地区委員会の区域がまたがる等、様々な課題が出てきま

す。地域に支えられている学校という視点を考え、今回は町会の区域にできるだけ

合わせた事務局案を提示させていただきました。板橋第九小周辺の学校の通学区域

まで変更を行うということであれば、それぞれの学校の児童数推計等のシミュレー

ションを行って、どれだけの影響が出るか検証していく必要があります。板橋第九

小以外の学校の通学区域も変更することが色々な問題に波及する可能性もあります

ので、慎重に対応させていただきたいと思います。 

また、準備委員会で議論いただいたことを委員の方々から地域・保護者の方々にご

説明いただく必要があろうかと思います。他の委員からは通学区域を早い時期に決め

ていただきたい、という話がありましたし、私も早い時期に決めるべきだと思います

が、複数の方から事務局案についてご意見が出ておりますので、もう少し意見集約を

してもう一度事務局で検討させていただいた上で、再度提示をさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
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次回予定 

協議内容予定 

板橋第九小学校の統合（合流）後の活用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋第九小・板橋第一小 統合（合流）

準備委員会の中で、板橋第九小学校の統

合（合流）後の活用方法についてこれまでに「子どもたちがボール等を使って元気よく遊べ

る場所」、「小さな子どもからお年寄りまで集える場所」、「保育園、又は、保育園の子どもた

ちが遊べる場所」、「学校以外のところで子どもたちが課外活動をできる場所」、「防災時の避

難場所」、「各教室や校庭、体育館の町会での利用やスポーツ団体への貸出」等の意見が出て

おります。 

いただいた内容を整理し、公共施設活用の担当部署である区長部局に伝え、最終的には区

の基本計画等に基づく総合的な判断により、活用方法を決定いたします。 

 

平成 29年 3月 6日（月）午後 6時 15分から午後 7時 30分まで 

場所：板橋第一小学校 1階 いちょうホール  

 

・板橋第九小・板橋第一小 統合（合流）準備委員会 小委員会報告 

・通学区域変更案について など 

 

 

   
 

※板橋第九小・板橋第一小 統合（合流）準備委員会の状況は区ホームページからご覧いただけます。 

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/077/077767.html 

発行元：板橋区教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校配置調整第二グループ 

電話：3579-2090  FAX：3579-4214  メール：ky-tekisei2@city.itabashi.tokyo.jp 

現在の板橋第九小学校通学

区域と町会・自治会区域 


